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平成１８年度国土交通省税制改正要望 主要項目 結果概要

Ⅰ 安全・安心の確保

（１）住宅に係る耐震改修促進税制の創設

住宅の耐震化率を今後10年間で90％まで引き上げることを目標として、耐震性
が確保された良質な住宅ストックの形成を促進するため、以下の特例措置を創設
する。

○所得税
個人が、平成20年12月31日までに、一定の区域内 において、旧耐震基※

準（昭和56年以前の耐震基準）により建設された住宅の耐震改修工事を行
った場合、当該耐震改修工事に要した費用の10％相当額（20万円を上限）
を所得税額から控除する。
※住宅耐震改修のための一定の事業を定めた以下の計画の区域

・ 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法』の地『

域住宅計画

・ 建築物の耐震改修の促進に関する法律』の耐震改修促進計画『

・住宅耐震改修促進計画（地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める

計画）

○固定資産税
個人が、旧耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事（工事費用：

30万円以上のもの）を行った場合、当該住宅の120㎡相当部分につき固定資
産税額を以下のとおり減額する。
①平成18～21年に工事を行った場合：３年間１／２に減額
②平成22～24年に工事を行った場合：２年間１／２に減額
③平成25～27年に工事を行った場合：１年間１／２に減額

総棟数 約４９５０万戸
耐震性あり 約４４５０万戸
耐震性なし 約５００万戸

※平成２７年の推計値

目標：耐震化率 ９割

住宅の耐震化率の目標

Ｓ５７以降
耐震性あり

約２８５０万戸

耐震診断で
耐震性あり
約６５０万戸

耐震改修済み
約５０万戸

耐震性なし
約１１５０万戸

Ｓ５６
以前 Ｓ５７

以降

総戸数 約４７００万戸
耐震性あり 約３５５０万戸
耐震性なし 約１１５０万戸
※平成１５年の推計値

耐震化率 約７５％

Ｓ５７以降
耐震性あり

約３８００万戸

耐震診断で
耐震性あり
５００万戸

耐震改修済み
約１５０万戸

耐震性なし
５００万戸

耐震化
の推進

１０年後の目標住宅の耐震化の状況

建替約550万戸
改修約100万戸

従来の２～３
倍のペース

Ｓ５７
以降

Ｓ５６
以前

従来より
50～100万戸増



- 2 -

○地域住宅計画の概要

●「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置
法」により、地方公共団体が策定する計画で以下の内容を定める。
・地域住宅計画の目標
・公的賃貸住宅等の整備に関する事業
・公共公益施設の整備に関する事業
・これら事業と一体となってその効果を増大させるための事業 等

●国は地方住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、地域住宅交
付金を交付することが可能 （平成17年度予算：580億円）。

●平成17年度において82の地方公共団体で地域住宅交付金を活用して民間住宅の耐
震改修事業を実施。

○耐震改修促進計画の概要

●先の特別国会において成立した耐震改修促進法の改正により追加。
●都道府県は、以下の内容の耐震改修促進計画を定める義務。
・建築物の耐震診断及び耐震改修の実施の目標
・建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策
・建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及
・建築基準法による勧告又は命令等についての所管行政庁との連携
・その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項

●市町村は、国の基本方針、都道府県の耐震改修促進計画を勘案して、耐震改修計
画を定める努力義務。

（２）事業用建築物に係る耐震改修促進税制の創設

建築物の耐震化率を今後10年間で90％まで引き上げることを目標として、耐震
性が確保された良質な建築物ストックの形成を促進するため、以下の特例措置を
創設する。

○所得税・法人税
事業者が、平成20年３月31日までに、特定建築物（事務所、百貨店、ホ

、テル、賃貸住宅等の多数の者が利用する一定規模以上の建築物）について
耐震改修促進法の認定計画に基づく耐震改修工事を行った場合で、当該特
定建築物につき耐震改修に係る所管行政庁の指示を受けていないものを対
象として、10％の特別償却ができる措置を講ずる。
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（３）駅の耐震補強工事により取得した資産に係る特例措置の創設

駅における耐震補強の整備を促進するため、緊急に整備する駅の耐震補強工事
に係る特例措置を創設する。

○固定資産税：課税標準 ５年間２／３

（４）地方鉄道の近代化設備に係る特例措置の拡充

平成17年４月多数の死傷者を出したＪＲ西日本福知山線脱線事故を踏まえ、経
営基盤の脆弱な中小鉄道事業者が近代化補助金により取得したＡＴＳの緊急整備
等脱線防止対策に資する鉄道施設に係る固定資産税の特例措置を拡充する。

○固定資産税：課税標準 ５年間１／４
・対象事業者：中小鉄道事業者
・対象設備 ：ＡＴＳ等

 

車 上 設 備地 上 設 備

脱 線 防 止 に 資 す る 設 備

脱 線 防 止 に 資 す る 設 備 の 整 備 （ 軌
道 強 化 、 重 軌 条 化 等 ） に よ り 、 鉄
道 施 設 の 安 全 性 が 向 上

Ａ Ｔ Ｓ の 緊 急 整 備 等 脱 線 防 止 対 策 の イ メ ー ジ

車 上 設 備 ス ト ッ プ

ブ レ ー キ 作 動

列 車 を 減 速 ・ 停 止 さ
せ る 信 号 を Ａ Ｔ Ｓ 地
上 設 備 か ら 発 信

列 車 を 減 速 ・ 停 止 さ せ る
信 号 を Ａ Ｔ Ｓ 地 上 設 備 か
ら 受 信 す る と 、 自 動 的 に
列 車 の ブ レ ー キ が 作 動

地 上 設 備

高 速 運 転

Ａ Ｔ Ｓ
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